
は
、
財
政
が
悪
化
し
た
地
方

自
治
体
に
適
用
す
る
新
た
な

再
建
法
制
（
再
生
型
破
綻
法
制
）
の

早
期
導
入
を
め
ざ
し
た
検
討
を
本
格

化
し
て
お
り
、
そ
の
ゆ
く
え
が
注
目

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
の
制
度
理
念
は
、
夕
張
市
の
財

政
再
建
問
題
を
背
景
に
、「
自
ら
の
町

は
自
ら
の
力
で
、
自
己
決
定
と
自
己

責
任
」
と
い
う
地
方
分
権
・
地
域
主

権
の
時
代
認
識
の
下
で
の
、『
国
が
主

導
す
る
大
胆
な
歳
出
入
改
革
を
軸
と

し
た
、
透
明
度
の
高
い
財
政
運
営
と

行
財
政
改
革
の
強
力
な
推
進
に
よ
る

地
方
自
治
体
の
財
政
破
綻
防
止
の
た

め
の
早
期
是
正
措
置
』
と
言
わ
れ
て

お
り
ま
す
。

新
た
な
再
建
法
制
は
、
特
別
会
計
、

債
務
負
担
行
為
及
び
外
部
損
失
補
償

等
を
含
め
た
連
結
会
計
決
算
の
導
入

や
一
時
借
入
金
の
限
度
と
運
用
規
制
、

実
質
公
債
費
比
率
の
導
入
な
ど
、
新

た
な
財
政
指
標
等
の
導
入
に
よ
る

「
地
方
自
治
体
の
財
政
規
律
の
確
立

と
公
会
計
の
整
備
」
を
め
ざ
す
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

平
成
17
年
度
決
算
見
込
み
に
見
る
、

翌
年
度
繰
上
充
用
金
総
額
10
億
４,

６
０
０
万
円
、
全
会
計
期
間
中
の
一

時
借
入
金
総
額
24
億
４,

０
０
０
万

円
、
地
方
債
残
高
61
億
４,

０
０
０

万
円
と
い
う
当
町
の
危
機
的
な
財
政

の
現
状
の
下
で
、
今
、
町
を
あ
げ
て

懸
命
に
行
財
政
改
革
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
新
た
な
地
方

自
治
体
の
財
政
規
律
や
い
わ
ゆ
る
財

政
破
綻
法
制
が
ど
う
制
度
化
さ
れ
る

の
か
、
そ
し
て
わ
が
町
に
ど
う
適
用

さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
金
融
機
関
の

貸
手
責
任
が
問
わ
れ
る
今
日
、
当
町

の
財
政
状
況
が
、
一
時
借
入
金
や
地

方
債
な
ど
自
治
体
金
融
の
格
差
に
ど

う
評
価
さ
れ
、
ど
う
影
響
し
て
く
る

海
道
が
策
定
作
業
を
進
め
て

き
た
「
北
海
道
市
町
村
合
併

推
進
構
想
案
」
は
、
２
月
14
日
報
道

等
公
表
の
原
案
に
引
き
続
き
、
望
ま

し
い
合
併
の
組
み
合
わ
せ
の
素
案
が
、

６
月
３
日
報
道
等
に
よ
り
公
表
さ
れ
、

平
成
18
年
７
月
31
日
に
開
催
さ
れ
た

第
５
回
北
海
道
市
町
村
合
併
支
援
本

部
会
議
に
お
い
て
、「
北
海
道
市
町
村

合
併
推
進
構
想
（
本
編
・
組
合
せ

編
・
資
料
編
）」を
決
定
し
た
旨
、
平

成
18
年
８
月
１
日
付
け
で
北
海
道
知

事
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

構
想
の
策
定
に
併
せ
て
「
北
海
道

市
町
村
合
併
支
援
プ
ラ
ン
」
も
決
定

さ
れ
、
市
町
村
合
併
支
援
策
が
具
体

的
に
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

構
想
の
策
定
経
過
に
つ
い
て
は
、

北
海
道
市
町
村
合
併
推
進
審
議
会
条

例
に
基
づ
く
「
北
海
道
市
町
村
合
併

推
進
審
議
会
」
で
の
５
回
に
わ
た
る

審
議
、「
地
域
懇
談
会
」
の
全
道
７
か

所
で
の
開
催
、
道
内
圏
域
ブ
ロ
ッ
ク

別
の
「
地
域
説
明
会
」
の
開
催
、「
14

支
庁
管
内
説
明
会
」
の
開
催
の
他
、

「
道
民
意
見（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン

の
三
位
一
体
改
革
に
よ
る
地

方
交
付
税
の
削
減
に
よ
る
地

方
財
政
の
悪
化
は
危
機
的
な
状
況
に

あ
り
、
地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、

厳
し
さ
を
増
す
行
財
政
環
境
の
下
、

こ
の
ま
ま
の
体
制
で
管
内
の
自
治
体

を
維
持
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
な
状

況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
志
19
町
村

の
区
域
を
一
つ
に
し
て
、
幅
広
い
業

務
を
共
同
処
理
す
る
広
域
連
合
の
設

立
に
向
け
、
ま
た
合
併
を
希
望
す
る

地
域
は
合
併
を
進
め
な
が
ら
互
い
の

連
携
と
役
割
分
担
の
も
と
に
効
果
的

に
広
域
行
政
を
進
め
て
い
く
こ
と
の

認
識
で
一
致
し
た
「
後
志
グ
ラ
ン
ド

デ
ザ
イ
ン
」
の
下
で
、
そ
の
実
現
に

向
け
て
管
内
町
村
が
一
致
協
力
し
て

の
か
な
ど
、
極
め
て
憂
慮
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

ト
）」
の
公
募
等
を
経
て
策
定
さ
れ
た

も
の
で
す
。

道
の
合
併
推
進
構
想
の
決
定
に
伴

い
、
９
月
５
日
に
は
、
後
志
支
庁
長

主
催
に
よ
る
北
後
志
５
か
町
村
長
に

よ
る
「
合
併
懇
談
会
」
が
開
催
さ
れ
、

重
ね
て
、
道
の
方
針
に
つ
い
て
の
説

明
と
各
町
村
の
動
向
に
つ
い
て
の
意

見
交
換
が
行
わ
れ
、
今
後
も
引
き
続

き
、
こ
の
懇
談
会
を
開
催
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
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れ、同月27日閉会しました。
そのあらましについてお知らせします。



取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

「
後
志
広
域
連
合
準
備
委
員
会
」

は
１
月
24
日
に
設
立
さ
れ
た
後
、
平

成
19
年
４
月
か
ら
の
広
域
連
合
設
立

に
向
け
て
、
幹
事
会
の
ほ
か
９
つ
の

専
門
部
会
を
設
置
し
て
、
本
年
５
月

か
ら
各
専
門
部
会
が
数
度
に
わ
た
り

開
催
さ
れ
協
議
を
重
ね
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

事
務
局
で
は
、
広
域
で
処
理
す
る

事
務
13
項
目
の
う
ち
、
重
点
項
目
の

５
つ
の
事
務
（
税
の
徴
収
事
務
、
国

民
健
康
保
険
事
務
、
介
護
保
険
事
務
、

老
人
保
健
医
療
事
務
、
消
防
救
急
事

務
）
を
選
定
し
、
集
中
的
に
作
業
が

進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
他
の
８
項

目
に
つ
い
て
も
、
併
行
し
て
事
務
作

業
が
行
わ
れ
、
中
・
長
期
的
に
調
整

が
図
ら
れ
な
が
ら
、
事
務
作
業
が
進

め
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
重
点
５
項
目
の
う
ち
「
税

の
徴
収
事
務
」
に
つ
い
て
は
、
平
成

19
年
４
月
発
足
に
向
け
て
可
能
な
状

況
に
あ
り
ま
す
が
、他
の
４
項
目（
国

民
健
康
保
険
事
務
、
介
護
保
険
事
務
、

老
人
保
健
医
療
事
務
、
消
防
救
急
事

務
）
に
つ
い
て
は
、
住
民
に
対
し
て

の
周
知
や
調
整
・
準
備
に
１
年
程
度

を
か
け
て
、
平
成
20
年
４
月
に
実
施

す
る
方
向
で
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

年
来
、
町
及
び
町
議
会
、
地

域
住
民
が
あ
げ
て
懸
命
の
存

続
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
す
が
、
住
民
の
地
域
医
療
に
係
る

極
め
て
重
要
な
地
域
課
題
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
９
月
13
日
、
北
海
道
保
健

福
祉
部
医
療
政
策
課
か
ら
羽
澤
主
幹

の
他
担
当
職
員
が
出
席
し
て
、
地
域

住
民
説
明
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

席
上
、
道
側
か
ら
は
、「
経
営
赤
字

額
の
規
模
や
道
財
政
の
厳
し
い
現
状

か
ら
し
て
、
道
内
11
箇
所
中
、
離
島

を
除
く
余
別
な
ど
７
箇
所
の
道
立
診

療
所
の
廃
止
若
し
く
は
地
元
町
村
へ

の
移
管
の
既
定
方
針
の
転
換
は
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。」に
つ
い
て
、

繰
り
返
し
、
地
元
の
理
解
を
求
め
る

と
い
う
内
容
で
し
た
。

廃
止
に
伴
う
代
替
措
置
と
し
て
、

「
地
元
市
町
村
の
地
域
医
療
施
設

（
備
品
）整
備
対
策
費
補
助
金
と
し
て
、

単
年
度
に
限
り
、
全
道
一
律
６
０
０

広
域
連
合
発
足
に
向
け
て
、
具
体

的
に
構
成
す
る
町
村
、
処
理
す
る
事

務
、
広
域
計
画
及
び
規
約
の
策
定
等
、

12
月
町
村
議
会
へ
提
案
で
き
る
よ
う

に
検
討
・
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

後
志
１
市
５
町
村
を
構
成
員

と
す
る
北
し
り
べ
し
廃
棄
物

処
理
広
域
連
合
が
、
小
樽
市
桃
内
地

区
に
建
設
中
の
広
域
ゴ
ミ
焼
却
施
設

の
、
明
年
４
月
か
ら
の
本
操
業
開
始

に
備
え
て
、
11
月
か
ら
、
１
市
５
町

村
の
燃
や
せ
る
ご
み
の
同
施
設
へ
の

搬
入
に
よ
る
試
験
操
業
を
開
始
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

同
連
合
に
お
い
て
は
、
現
在
、
明

年
４
月
か
ら
の
本
操
業
開
始
に
伴
う

処
理
料
金
・
負
担
金
体
系
の
設
定
や

搬
入
処
理
体
系
、
処
理
業
務
の
民
間

委
託
、
北
後
志
衛
生
施
設
組
合
財
産

の
引
継
ぎ
等
の
準
備
体
制
の
検
討
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
新
た
な
広
域
処
理
体
制
の
ス

タ
ー
ト
に
よ
り
、
北
後
志
５
町
村
の

ご
み
処
理
は
、
基
本
的
に
小
樽
市
の

現
行
の
一
般
廃
棄
物
の
ご
み
の
排
出

者
区
分
（
家
庭
系
と
事
業
所
系
）
及

び
分
別
区
分
（
燃
や
せ
る
ご
み
、
燃

や
せ
な
い
ご
み
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、

資
源
ご
み
）
と
同
様
の
処
理
体
系
に

移
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
余
市
町
白

岩
地
区
の
組
合
焼
却
施
設
は
、
運
転

を
停
止
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
産
業
廃
棄
物
の
分
別
・
処

理
は
、
従
来
同
様
に
排
出
事
業
者
責

任
に
よ
る
適
正
処
理
と
い
う
こ
と
に

変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

家
庭
系
ご
み
処
理
費
用
の
有
料
化

の
動
向
に
つ
い
て
は
、
既
に
実
施
し

て
い
る
小
樽
市
、
仁
木
町
、
古
平
町

に
加
え
て
余
市
町
、
赤
井
川
村
が
、

11
月
か
ら
の
広
域
連
合
の
試
運
転
開

始
に
合
わ
せ
て
有
料
化
へ
移
行
す
る

7

万
円
の
助
成
措
置
を
講
ず
る
方
針
で

あ
る
こ
と
。」
に
つ
い
て
、
合
わ
せ
て

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
19
年
度
の
道
の
予
算
編
成
時

期
を
迎
え
て
、
極
め
て
厳
し
い
情
勢

の
下
で
は
あ
り
ま
す
が
、
説
明
会
に

お
け
る
出
席
者
の
方
々
の
率
直
な
ご

意
見
や
熱
心
な
ご
要
望
を
携
え
て
、

重
ね
て
、
道
に
対
し
て
存
続
を
強
く

要
請
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。



予
定
で
あ
る
ほ
か
、
事
業
所
か
ら
排

出
さ
れ
る
事
業
系
ご
み
の
収
集
・
運

搬
、
処
分
な
ど
の
自
治
体
に
よ
る
処

理
業
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
法

改
正
後
相
当
長
い
年
限
が
経
過
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
未
実
施
の
余
市
町

及
び
赤
井
川
村
に
お
い
て
も
、
こ
れ

を
機
に
廃
止
の
予
定
で
あ
る
と
伺
っ

て
い
ま
す
。

当
町
で
は
、
広
域
市
町
村
の
動
向

を
踏
ま
え
て
、
本
年
11
月
か
ら
明
年

３
月
ま
で
は
、
家
庭
系
ご
み
と
事
業

系
ご
み
の
排
出
者
区
分
と
、
廃
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
を
加
え
た
分
別
区
分
の
細

分
化
の
励
行
を
推
進
す
る
た
め
、
無

料
の
専
用
ご
み
袋
を
配
付
す
る
こ
と

と
し
、
ご
み
の
収
集
体
系
に
つ
い
て

は
、
現
行
ど
お
り
と
す
る
５
か
月
の

試
行
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

ご
み
処
理
費
用
の
有
料
化
に
つ
い

て
は
、
平
成
19
年
度
か
ら
、
家
庭
系

ご
み
及
び
事
業
系
ご
み
の
従
量
制
専

用
袋
を
基
本
と
し
た
有
料
化
に
移
行

す
る
こ
と
と
し
、
料
金
体
系
に
つ
い

て
は
、
新
た
な
広
域
処
理
体
制
に
伴

う
費
用
負
担
の
見
通
し
及
び
広
域
市

町
村
の
料
金
水
準
等
を
勘
案
し
な
が

ら
検
討
し
、
早
期
に
関
係
条
例
案
を

提
出
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

事
業
系
ご
み
の
自
治
体
に
よ
る
処

理
に
つ
い
て
は
、
ご
み
を
排
出
す
る

事
業
所
が
費
用
負
担
を
含
む
自
ら
の

責
任
で
処
理
す
る
こ
と
を
定
め
た
法

の
趣
旨
に
沿
い
、
平
成
19
年
度
中
に

現
行
の
町
の
業
務
処
理
を
廃
止
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
関
係
者
や
関
係
団

体
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
ご
み
の
新
た
な
広
域
処
理

体
制
へ
の
移
行
と
合
わ
せ
て
、
改
め

て
ご
み
の
分
別
・
減
量
化
へ
の
取
り

組
み
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
各
地
区

別
の
住
民
説
明
会
や
団
体
説
明
会
を

開
催
す
る
ほ
か
、
広
域
連
合
構
成
市

町
村
に
お
け
る
住
民
の
取
り
組
み
状

況
視
察
の
実
施
な
ど
、
本
町
の
円
滑

な
実
施
に
努
め
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

月
20
日
、
小
樽
土
木
現
業
所

余
市
出
張
所
か
ら
所
長
の
他

関
係
職
員
が
来
庁
し
、
平
成
19
年
度

以
降
の
本
事
業
計
画
に
係
る
検
討
中

の
試
案
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

今
般
、
町
に
対
し
て
説
明
が
あ
っ

た
内
容
は
、
次
の
２
点
に
要
約
さ
れ

る
も
の
で
す
。

養
浜
の
た
め
の
新
た
な
水
域
施

設
（
現
有
突
堤
先
端
部
か
ら
東
側

海
域
へ
の
人
工
リ
ー
フ（
囲
礁
）の

設
置
）
は
、
計
画
実
施
し
な
い
。

養
浜
護
岸
、
駐
車
場
、
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
用
地
等
の
陸
域
施
設
の

整
備
計
画
を
具
体
化
し
、
早
期
完

成
を
め
ざ
し
た
い
。

と
い
う
内
容
で
す
。

美
国
小
泊
海
岸
に
お
い
て
、
北
海

道
が
平
成
６
年
度
に
着
工
し
た
本
海

岸
事
業
は
、
数
次
に
わ
た
る
漁
港
海

岸
整
備
５
か
年
計
画
に
よ
り
、
美
国

川
河
口
右
岸
基
部
か
ら
延
長
さ
れ
て

い
る
突
堤
延
長
３
９
８
ｍ
（
内
胸
壁

未
完
成
部
分
２
５
５
ｍ
）
の
建
設
及

び
将
来
の
水
域
施
設
計
画
検
討
の
た

め
の
波
浪
観
測
調
査
等
が
実
施
さ
れ
、

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

当
該
地
に
お
い
て
は
、
本
事
業
の

計
画
期
間
に
前
後
し
て
、
国
（
小
樽

開
発
建
設
部
）
が
、
美
国
漁
港
と
小

泊
地
区
内
の
国
道
を
連
絡
す
る
「
美

国
漁
港
橋
」
の
新
た
な
建
設
を
直
轄

漁
港
事
業
と
し
て
計
画
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
２
つ
の
国
・
道
の
公
共
事

業
計
画
の
動
向
は
、
今
後
の
美
国
地

区
の
地
域
の
振
興
に
極
め
て
重
要
な

役
割
り
を
果
た
す
可
能
性
を
有
し
て

い
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

一
方
、
道
が
今
後
計
画
す
る
海
岸

整
備
事
業
に
よ
る
陸
域
施
設
の
建
設

は
、
地
元
自
治
体
管
理
に
伴
う
財
政

負
担
や
国
有
海
浜
地
の
利
用
調
整
、

周
辺
生
活
環
境
の
保
全
な
ど
、
そ
の

実
現
に
当
た
っ
て
、
積
丹
町
が
道
と

連
携
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
課
題
も
多
く
あ
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

従
い
ま
し
て
、
今
後
の
小
樽
土
木

現
業
所
と
の
対
応
に
当
た
っ
て
は
、

厳
し
い
町
の
財
政
状
況
を
十
分
踏
ま

え
な
が
ら
、
町
内
の
産
業
経
済
団
体

等
と
の
連
携
協
議
を
密
に
し
て
、
道

の
陸
域
施
設
の
整
備
計
画
の
検
討
に

町
と
し
て
も
積
極
的
に
参
画
す
る
と

と
も
に
、
関
係
団
体
や
地
域
住
民
に

対
す
る
説
明
会
の
開
催
な
ど
、
そ
の

対
応
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

本
事
業
は
、
他
に
例
を
見
な
い

「
２
度
に
わ
た
る
公
共
事
業
の
新
規

着
工
」
と
い
う
昭
和
50
年
代
か
ら
の

本
事
業
推
進
に
関
わ
る
難
し
い
歴
史

的
経
緯
を
経
な
が
ら
も
、
当
海
岸
周

辺
地
が
抱
え
て
い
る
４
つ
の
共
通
の

地
域
課
題
『
恒
久
的
な
海
岸
保
全
対

策
』、『
美
国
川
河
口
閉
塞
対
策
』、

『
漁
港
港
口
の
漂
砂
対
策
』、『
海
水
浴

場
整
備
対
策
』
な
ど
の
必
要
性
は
、

現
在
も
変
わ
っ
て
い
な
い
も
の
と
認

識
し
て
い
ま
す
。

国
・
道
の
公
共
事
業
抑
制
策
が
一

段
と
強
化
さ
れ
て
い
る
今
日
、
数
少

な
い
限
ら
れ
た
こ
う
し
た
地
域
課
題

解
決
の
機
会
の
有
効
活
用
に
際
し
て

は
、
漁
業
と
商
工
観
光
業
の
相
互
理

解
な
ど
、
産
業
や
行
政
の
分
野
を
越

１
回
定
例
議
会
で
議
決
を
い

た
だ
き
制
定
し
た
積
丹
町
国

民
保
護
協
議
会
条
例
の
規
定
に
基
づ

き
、
町
の
附
属
機
関
と
し
て
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
「
積
丹
町
国
民
保

護
協
議
会
委
員
」
の
選
任
に
つ
い
て
、

16
人
の
方
々
に
就
任
を
お
願
い
し
、

９
月
15
日
付
け
で
任
命
し
ま
し
た
。

委
員
構
成
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等

に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
法
律
第
40
条
第
４
項
第

１
号
（
指
定
地
方
行
政
機
関
の
職
員
）

に
規
定
す
る
委
員
２
人
、
同
項
第
２

号
（
自
衛
隊
）
に
規
定
す
る
委
員
１

人
、
同
項
第
３
号
（
都
道
府
県
の
職

員
）
に
規
定
す
る
委
員
３
人
、
同
項

第
７
号
（
指
定
公
共
機
関
等
）
に
規

定
す
る
委
員
３
人
、
の
ほ
か
、
同
項

第
４
号
か
ら
第
６
号
に
規
定
す
る
委

員
と
し
て
、
助
役
、
教
育
長
、
消
防

支
署
長
、
消
防
団
長
及
び
町
職
員
３

人
、
計
16
人
で
す
。

本
協
議
会
に
つ
い
て
は
、「
積
丹
町

国
民
保
護
計
画
」
の
策
定
に
あ
た
り
、

国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
の
実
施

に
関
し
広
く
意
見
を
求
め
、
国
民
の

え
た
地
域
ぐ
る
み
、
住
民
ぐ
る
み
で

の
取
り
組
み
が
不
可
欠
で
す
。

保
護
の
措
置
に
関
す
る
施
策
を
総
合

的
に
推
進
し
て
い
く
観
点
か
ら
、
極

め
て
重
要
な
役
割
を
担
う
機
関
で
す
。

９
月
15
日
に
は
、
第
１
回
積
丹
町

国
民
保
護
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、
委

嘱
状
の
交
付
を
行
っ
た
ほ
か
、
協
議

会
の
運
営
規
程
や
国
民
保
護
法
に
基

づ
く
国
民
保
護
の
仕
組
み
、
積
丹
町

国
民
保
護
計
画
の
策
定
方
針
並
び
に

積
丹
町
国
民
保
護
計
画
策
定
に
係
る

諮
問
等
に
つ
い
て
を
会
議
に
諮
っ
た

と
こ
ろ
で
す
。

今
後
、
３
回
程
度
の
協
議
会
を
開

催
し
、
北
海
道
と
協
議
終
了
後
、
議

会
に
報
告
の
予
定
で
す
。

学
官
の
学
識
経
験
者
等
に
よ

る
、「
地
域
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

ビ
ジ
ョ
ン
策
定
委
員
会
」
を
設
置

し
、
11
人
の
方
々
に
つ
い
て
、
９
月

８
日
付
け
で
任
命
し
ま
し
た
。

専
門
的
策
定
業
務
の
一
部
に
つ
い

て
調
査
機
関
に
委
託
を
し
た
と
こ
ろ

で
す
。

委
員
構
成
は
、
北
海
道
大
学
大
学

院
農
学
研
究
院
の
松
田
教
授
の
ほ
か
、

産
業
経
済
団
体
、
北
海
道
電
力
株
式

会
社
及
び
住
民
な
ど
、
計
11
人
で
す
。

９
月
８
日
に
は
、
第
１
回
地
域
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
委
員
会

が
開
催
さ
れ
、
委
嘱
状
の
交
付
を
行

っ
た
ほ
か
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
巡
る

現
状
と
そ
の
対
策
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

ビ
ジ
ョ
ン
策
定
の
意
義
等
に
つ
い
て

を
会
議
に
諮
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
、
３
回
の
委
員
会
を
開
催
し
、

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
に
つ

い
て
、
議
会
に
報
告
の
予
定
で
す
。

更
に
、
今
後
の
策
定
作
業
に
お
け

る
町
職
員
の
積
極
的
な
参
画
に
資
す

る
た
め
、
庁
内
関
係
課
の
主
査
等
に

よ
る
「
庁
内
検
討
委
員
会
」
を
発
足

さ
せ
た
と
こ
ろ
で
す
。
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